
医療法人社団優恵会特定認定再生医療等委員会　議事録

1. 開催日時・場所
日時：2021年5月14日（金）　19：30〜19：40
場所：東京都品川区西五反田4-31-17 MYビル4F医療法人社団優恵会及びWeb

2. 出席者
漆畑委員（医学・医療1）、井上委員（医学・医療1）、矢澤委員（医学・医療2）、住江委員（一般）、
井花委員（法律・生命倫理）、西大委員（法律・生命倫理）、井上委員（一般）、山﨑委員（一般）

3. 専門技術員
漆畑　修

4. 再生医療等提供計画を提出した医療機関の名称
医療社団法人優恵会　銀座よしえクリニック新宿院

5. 再生医療等の名称
多血小板血漿を用いた皮膚再生治療

6.　　　　審議内容
井上肇：それでは銀座よしえクリニック新宿院より多血小板血漿を用いた皮膚再生医療、第3種が

ございます。ご担当いただきます実施責任者におきまして簡単なご説明をお願いできれ
ばと思います。

廣瀬　：第３種の多血小板血漿の治療について、今までの院と同じく行なっていきたいと思ってい
ます。患者様から血液を採取し、加工し血小板の成分を取り出し皮下に注入することに
よってお肌の再生を計っていく治療です。需要もあり、患者様の顔中心ですが首や手な
どの皮膚の老化に対しての改善を支えていく治療で、ニーズもあり、治療法自体も安全
性のあるものです。審査の方をよろしくお願いします。

井上肇：ありがとうございます。確認ですが、陰部などの特殊部位にはお使いにならなくて、主に
顔面を主体とした治療という形で、PRPの施術を行うという認識でよろしいでしょうか。

廣瀬　：そうですねそうですね。基本的にはお顔中心です。
井上肇：わかりました。都立大学院それから、大岡山院、一連の銀座よしえクリニックの分院にお

きまして行われている治療と基本的に同じ手技において、抗加齢医療を行っていくと認
識しております。先生方のご意見ありましたら是非お願いいたします。それでは技術専
門員として審査を頂いております、漆畑先生、本技術におけます評価のご説明をお願い
いたします。

漆畑　：毎回同じもので、全く問題はないと思います。
井上肇：銀座よしえクリニックグループにおきまして、同じ手技により実施される医療技術でござい

まして、各々の医師のご経験がおありになる先生方の集まりでこの医療技術を行なって
おり、調製に関してはまったく問題ない、それからPRPの安全性に関しましても、既にか
なり担保されている。この技術を新宿院におきましても、ご承認いただければと思います
がいかがでしょうか。井花先生、確認ですが同意説明文その他も諸々に関しまして、毎
回同じ内容ではございますが、何か新たにお気づきになられました点などございます
か。

井花　：患者さんの費用負担について、具体的な金額を示した方が親切ではないかと思います。
井上肇：廣瀬先生、患者様へ誤解を与えないため、同意説明文の中に費用負担の部分に具体的

な金額を明示した方がより良いのではというご意見ですが、いかがでしょうか。
廣瀬　：全く問題ないです。そのように記載するようにします。
井上肇：はい。ありがとうございます。井上永介先生、組み入れ基準、その他もろもろ表記に関し

まして、誤解を生むような表現がありましたらぜひご指摘いただければと思います。
井上永：ありがとうございます。特に気になった点はありませんでした。
井上肇：これは計画書にも書いてありますように、自費診療として、臨床研究とは関係なく行われ

る医療技術ですので、組み入れ基準をしっかりしておけば誤解を与えないような再生医
療が提供できるかと存じます。他にどなたかご意見ございますか。一般の方からもご意



見ございましたらよろしくお願いします。山崎さん、もし何かございましたらば、ご意見ご
感想いただければと思います。

山﨑　：ありがとうございます。特にございません。
井上肇：ありがとうございます。我々がどうしても視野が狭くなっており、考えつかなかったようなこ

とをご指摘いただいて、はっと気づかされることがございますので、これからも積極的に
ご意見、何か感じることがありましたらお願いいたします。

井上肇：それでは第3種の多血小板血漿の抗加齢治療に関しまして、改めまして委員の中で意見
集約を行い、意見書を提出させていただきたいと思います。よろしくお願い致します。

委員会として、以下の補正・追記を指示した。
・ 同意説明書に具体的な患者費用を記載すること。

修正した書類を委員長の井上委員、井花委員が確認し、適切と決した。

7.　　　　結論
承認　８名
否認　０名

当委員会は、再生医療等提供計画が、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び施行規
則に準拠した再生医療を提供するものと判断する。 以上に鑑み、今回審査した計画について「承
認」と判定する。


